
田原市事業用低公害車普及促進補助金交付要綱 

    

（趣旨） 

第１条 この要綱は、田原市環境基本条例（平成８年田原町条例第１８号）第 

１０条の規定に基づき、市民等のクリーンエネルギー利用を積極的に支援し、

環境と共生する豊かで持続可能な地域「たはらエコ・ガーデンシティ」を実

現するため、たはらエコチャレンジ宣言に登録している市内に工場又は事業

場を有する中小企業等の事業者（以下「補助対象事業者」という。）が行う低

公害車の導入に対し補助金を交付するものとし、その交付について必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 低公害車 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車及びハイブ

リッド自動車のうち二輪及び三輪を除くものをいう。 

 (2) 補助対象事業者 市内に工場又は事業場を有している中小企業等の事業

者で、次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項第１号

に規定する会社若しくは個人（同項第１号の２に規定する政令で定める業

種に属する事業を主たる事業とするものを除く。）又は同項第１号の２から

第７号までに掲げる中小企業者 

イ 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条

第１項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業

組合、協業組合、商工組合又は商工組合連合会 

ウ 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第４条第１項に規定する

農業協同組合、農業協同組合連合会又は同法第７２条の３に規定する農事

組合法人 

エ 水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）第２条に規定する漁業

協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水

産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会 

オ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校、同法第

１２４条に規定する専修学校又は同法第１３４条第１項に規定する各種学

校を設置する者 

カ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する児童福祉施

設を設置する者 



キ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第２項に規定する第一種

社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を経営する者 

ク 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１に規定する病院若

しくは同条第２項に規定する診療所、同法第１条の６に規定する介護老人

保健施設又は同法第２条に規定する助産所を設置する者 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業は、補助金対象事業者による事業に使用する

低公害車（初めて道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第４条の規

定による自動車登録ファイルに登録を受ける新車に限る）の購入とする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、車両本体価格（消費税及び地方消費税を含む。）に１０

０分の５を乗じて得た額とし、５万円を限度とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、そ

の端数は切り捨てるものとする。 

３ 補助金対象事業者につき補助金の交付の対象数は、原則として１年度につ

き１台とする。 

（他の補助金との関係） 

第５条 この補助金は、国、県その他の団体が交付する補助金等の受給を妨げ

ない。 

（申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助金対象事業者は、新車登録が完了

し、支払いが完了した日から起算して３０日以内に田原市事業用低公害車普

及促進補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に次に掲げる書類を添

付して市長に提出しなければならない。 

(1) 自動車検査証の写し 

(2) 車両購入に係る領収書の写し等 

(3) 車両本体価格が記入されたものの写し 

(4) 法人市民税領収書の写し 

(5) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の交付申請兼実績報告書を先着順に受け付けるものとし、予

算の範囲を超えるときは受け付けを停止することができる。 

（交付の決定等）  

第７条 市長は、前条の申請があった場合は、速やかに当該申請に係る書類の

審査及び調査を行い、当該申請を適当と認めたときは補助金額を定めて交付

を決定し、田原市事業用低公害車普及促進補助金交付決定通知書（様式第２



号）により申請者に通知するものとする。  

２ 市長は、補助金の交付決定に当たり、補助金対象事業者に対して条件を付

すことができるものとする。  

（交付申請の取下げ）  

第８条 第６条の規定に基づき、補助金対象事業者が前条の交付決定を受けた

後に当該補助金の交付を辞退しようとするときは、田原市事業用低公害車普

及促進補助金交付申請取下げ申出書（様式第３号）により市長に申し出るも

のとする。  

（補助金の交付等）  

第９条 第７条の交付決定を受けた補助金対象事業者は、直ちに田原市事業用

低公害車普及促進補助金交付請求書（様式第４号）により補助金の請求をし

なければならない。  

２ 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとす

る。  

（補助金の取消し）  

第１０条 市長は、補助金の交付決定を受けた補助金対象事業者が次の各号の

いずれかに該当した場合は、補助金の交付を取り消すことができるものとす

る。  

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき  

(2) 第７条第２項の規定に基づいて付した条件に違反したと認めたとき  

(3) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき  

（補助金の返還）  

第１１条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消す場合において、

すでに補助金が支払われているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を

請求するものとする。  

２ 前項の規定により返還の請求を受けた者は、当該請求の日から起算して３

０日以内に補助金を返還しなければならない。  

３ 前項の期間内に返還しないときは、当該請求金額にその額に１４.６パーセ

ントの年利率で計算した利息を納付しなければならない。ただし、市長がや

むを得ない事情があると認めたときは、利息の全部又は一部を免除すること

ができる。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、

田原市補助金交付要綱（平成１５年８月２０日施行）に定めるところによる。 

附 則 



 この要綱は、平成１８年４月 1 日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２１年４月 1 日から施行する。 

附 則 

 １ この要綱は、平成２３年４月 1 日から施行する。 

 ２ この要綱は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。 

 



 

様式第１号（第６条関係） 

    

田原市事業用低公害車普及促進補助金 

交付申請兼実績報告書 

    

平成  年  月  日 

 

田原市長       殿 

 

申請者 住 所 

             （ 署名 ）氏 名 

                  電 話 

 

 平成２３年度田原市事業用低公害車普及促進補助金の交付を受けたいので、

関係書類を添えて申請します。 

 

１ 低公害車の車種、型式                      

 

２ 登 録 年 月 日         年   月   日    

 

 ３ 車 体 本 体 価 格    金               円 

 

 ４ 補 助 金 交 付 申 請 額    金               円 

  

 ５ 添  付  書  類   

自動車検査証の写し 

車両購入に係る領収書の写し等 

車両本体価格が記入されたものの写し 

法人市民税領収書の写し 

 

【注意事項】 

※１ 低公害車の自動車検査証に記載された所有者と使用者が異なる場合は、使用者として記載

されている者の購入とする。 

※２ たはらエコチャレンジ宣言に登録していない場合は、補助金を受けることができません。

№  



様式第２号（第７条関係） 

 

田原市事業用低公害車普及促進補助金 

交付決定通知書 

    

２３田エコ第    号 

平成  年  月  日 

 

        様 

 

田原市長          印 

 

 平成  年  月  日付けで交付申請のあった田原市事業用低公害車普及

促進補助金については、下記のとおり交付を決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 低公害車の車種、型式                        

 

２ 補 助 金 交 付 決 定 額    金                 円 

 

３ 補助金の交付条件 

 

   市が今後実施する調査及び報告に協力すること 



 

様式第３号（第８条関係） 

 

田原市事業用低公害車普及促進補助金 

交付申請取下げ申出書 

 

平成  年  月  日 

 

 

田原市長       殿 

 

申請者 住 所 

             （ 署名 ）氏 名 

                  電 話 

 

 平成  年  月  日付け２３田エコ第    号により、補助金交付決

定通知を受けた田原市事業用低公害車普及促進補助金について、下記のとおり

交付申請取下げをしたいので申請します。 

 

 

記 

 

１ 取下げの理由 

 

№  



 

様式第４号（第９条関係） 

 

田原市事業用低公害車普及促進補助金    

請求書 

 

平成  年  月  日 

 

 田原市長      殿 

 

             申請者 住所  

             （署名）氏名              印 

                 電話 

 

 平成２３年度田原市事業用低公害車普及促進補助金を、下記のとおり請求し

ます。 

 

記 

 

１ 低公害車の車種、型式                       

 

２ 補 助 金 請 求 額  金                  円 

 

３ 補 助 金 振 込 先 

 

 金融機関名 
 

 本支店名 
 

 預金種別 
 

 口座番号 
 

  〈フリガナ〉 

 口座名義人 

 

 

№  


